
資料２ー５裁判員制度の疑問点

（１）いい加減になる
・半端な気持ちの人がいる ・適当な決め方をされてしまうと困る ・本気でやらないかもしれない ・裁判に対して興。 。 。
味がなく、他人任せにする人が裁判員に選ばれたら不安 ・てきとうな人がでるんじゃないか ・自分勝手にやるかもし。 。
れない ・どうでもいいと思う人がいるかもしれない ・てきとうな気持ちで行われてしまう ・いい加減な気持ちでで。 。 。
きるのではないか ・他人事として考えちゃう ・適当にやる人が出るかもしれない ・まじめにやる気になってくれる。 。 。
人は少なさそう ・裁判員の好き嫌いで被告人の判決を決めてしまうかもしれない ・適当な意見を言う人が出る。。 。

（２）守秘義務を守れるか
・守秘義務を守れるか。守秘義務を守れるか不安 ・口を滑らせてしゃべっちゃうかも ・守秘義務を守らない人がいる。 。
かもしれない ・裁判員になった人が守秘義務を守らず大切な情報をもらし、誰かに多大な被害が及ぶかもしれない ・。 。
本当に秘密を守ってくれるのか ・守秘義務を守れない人が出るかもしれない ・個人のプライバシーなどの秘密がしっ。 。
かり守られるのか不安がある ・ 評議の秘密」を誰か友達や親などに話す人がいると思う ・絶対６人の中に裁判の内。「 。
容を言う人がいると思う ・本当に情報が漏れる心配はないのか。。

（３）トラブルに巻き込まれないか
・裁判が終わった後逆恨みされないか不安 ・国民がトラブルに巻き込まれると心配になって意見を述べられない ・や。 。
っぱり自分の安全が心配 ・顔とか見られるとなんかされそうで怖い ・いくら情報は漏らさないと言っても何かトラブ。 。
ルに巻き込まれないかという不安は出てくると思う ・裁判員になった人は本当に秘密になっているのか ・やっぱりト。 。
ラブルに巻き込まれそう ・裁判員たちに被告側から弁護人を通して不正行為が行われないとも限らない。。

（４）きちんとした判決が下せるか
・本当に自分の意見で有罪か無罪かが決まっちゃっていいのか不安 ・有罪無罪と言い切れるほどの自信がない（決ま。

）。 。 。らない ・国民は素人なので判決をつけるのをためらってしまう ・やりなれないことなのでちゃんとできるかが心配
・素人なんだからよく分からないと思う ・専門家じゃないから詳しいことや難しいことを言われると混乱してわから。
なくなっちゃうんじゃないか ・感情的になりそう ・感情的になってしまう。。 。

（５）まとまらない可能性
・知識がないので意見が分かれる可能性がある ・意見が対立する ・なかなか決まらないときとかないのか ・意見が。 。 。
まとまらないかも ・意見がまとまらなくなったら？・ちゃんと意見がまとまらなそう ・意見の対立でもめ事になって。 。
しまうのではないか ・色々な人の意見が出るとみんなが同じというわけではないから判決するのが大変 ・裁判員制度。 。
では全く違う考え方をもった人間が集まるから意見が食い違って全員が納得できない結果になってしまうこともあるの
ではないか ・意見が対立していつまでも結論が出ないことがある ・意見の違いから争いが起こる可能性がある ・対。 。 。
立したとき納得させるのが大変 ・話し合いの時に意見がなかなか決まらなそう ・もし、最後まできて話し合って決ま。 。
らなくて「多数決」で決めても相手が本当に納得できなかったらどうするのか。

（６）仕事への影響
・仕事を休んでこの制度に参加して不利益な扱いをすることは法律で禁じられても、何か少しでも不利益なことになる
のじゃないかなと思います ・仕事との両立が難しい ・仕事などの支障 ・会社などで重要な会議などがあっても参加。 。 。
できない ・会社を休むので少なからず仕事に影響が出る ・会社などで重要な仕事があったとき裁判があったらいけな。 。
いこと ・仕事などを休まなければならない ・仕事などに影響が出ないか不安 ・お仕事の問題とか ・いきなり裁判員。 。 。 。
に選ばれて大事な用があるのにキャンセルしなくてはいけないのはおかしいと思う。

（７）他人の意見に左右される
・ある人の一言で有罪か無罪になるのか決まる ・人の意見に流される ・自分の意見がしっかりと言えず、周りに流さ。 。
れて有罪無罪を決めてしまうかもしれない ・人の言ったことに流されない ・自分の言ったことに自信を持つ ・冷静。 。 。
な判断ができるかどうかが心配（他の人の意見に振り回されないかどうか心配 。例えそれが本当の決断だったとして）
も誤りの決断だったとしても。

（８）法律の知識がない
・裁判員は法律を知らなくても参加できるというのは少し不安 ・やっぱり「法律を知らなくても平気」とは書いてあ。
るけど、実際はそれなりの知識がないとだめだと思う ・難しいことを言われて分からなくなる可能性がある ・法の知。 。
識が浅い一般市民では感情に流されて評決を下してしまうのではないのか。

（９）裁判員の精神的負担
・選出された人の精神的な問題 ・裁判になれていない人に有罪無罪を決めるなんて少し重荷と思う ・人の一生を決め。 。
るのでなかなか判決しにくいこと ・被告人、被害者の人生を決めなければならない ・事件の内容が重いと思う。。 。

（１０）辞退できない
・断れる場合の条件がすくなすぎるところ ・特別な理由がないと辞退できない ・辞退することができないというのは。 。
少し無理だと思う。

（１１）多数決で決まる
・結局多数決って言うのが･･･ ・最終的に多数決で決まってしまうこと ・最後には多数決になっちゃうこと。。 。

（１２）その他
・裁判員になりたくない人がいる ・いきなり裁判に出ろと言われたら誰でも不安になる ・人を裁くのは難しい ・ど。 。 。
の人がなるかがランダムで分からないところ ・国民が内容をほとんど知らない ・ぶっちゃけた話、別にやりたくもな。 。
い人もいるわけだから、そういうことをしてもいいという人が登録などしてやればやる気もあるし、ちゃんと意見も出
ると思う ・相手が犯人だとしても証拠が不十分の場合、無罪になってしまう ・偶然が重なってしまうと犯人にされて。 。
しまうかも ・論より証拠が追求される。。


